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１　はじめに

　中国では、2010年ごろから牛肉の消費量が急速に拡大した一方で、肉用牛生産は未だ中
小規模生産者の占める割合が多い。
　飼養管理などの関連技術開発を試行錯誤する中、研究機関で開発された技術が大規模一貫
経営などに短期間で還元される取り組みも数多く見られる。
　貿易的側面からは、動物検疫などの理由から多くの国が輸出できない状況だが、国内の供
給不足を背景に南米諸国などからの輸入を漸次解禁している。また、消費者が牛肉に求める
条件は所得階層ごとに千差万別であり、全体的な需要増加は当面続くと予想される。

中国では、経済成長に伴い都市部若年層を

中心とした食文化の多様化が進み、2010年

ごろから牛肉の消費量が急速に拡大した。一

方で、肉用牛生産においては中小規模生産者

の占める割合が多く、効率化が進まず、需要

に追いつけない状況にある。

2013年以降、急速に増加している中国の

生体牛および牛肉輸入などを含め需給の現状

を把握することは、わが国が国際市場から牛

肉などを調達する観点から重要であり、また、

高付加価値商品の需要動向は、将来的な中国

向け輸出を展望する観点からも注目される。

本稿では、最近の中国の牛肉をめぐる事情

について、需給の変化と貿易、消費の動向を

整理するとともに、国内流通の実態を把握し、

高付加価値商品の消費の可能性などについて

報告する。

なお、本稿中の為替レートは、１元＝ 15

円（2016年９月末日ＴＴＳ相場：15.44円）

を使用した。

特集：世界の牛肉需給と肉牛・牛肉産業の状況

中国の牛肉需給動向
～需給の現状と構造改革の取り組み～

調査情報部　国際調査グループ

【要約】

２　需給動向

政府が2016年４月22日に公表した「中

国農業展望報告（2016 － 2025）」によると、

今後10年の需給見通しについて、15年から

20年までの５年間で生産量は12.1%、消費

量は15.1%増加し、需要の伸びに生産量が

追 い つ け な い 部 分 は 輸 入 量 の 増 加（ 同

59.6%）で賄われるとしている。また、20

年から25年の間は以前の５年間に比べ増加
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率 が 減 少 し、 生 産 量 が8.3%、 消 費 量 が

11.0%、輸入量が40%増加すると試算して

いる。

なお、わずかではあるが輸出も増加すると

され、15年から25年までに輸出量は２倍の

１万トンに増加するとしている（表１）。

表１　牛肉需給の推移

資料：「中国農業展望報告（2016−2025）」http://www.ncpjg.org.cn/hybd/10182.jhtml
　注： 現地の有識者の中には、公式発表とは異なり、実際の国内需要量は現在既に1000万トン程度あり、国内生産およそ700

万トンと公式輸入47万トンの合計との差である約253万トンは非公式ルートで国内に供給されているとの見方もある。

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

生産量 700 715 732 748 766 785 802 814 827 838 850

輸入量 47 53 59 64 70 75 81 87 92 98 105

消費量 747 768 790 812 835 860 882 900 918 935 954

直接消費 628 646 665 684 704 725 744 760 776 790 808

加工消費 91 93 95 97 100 102 104 106 108 109 111

その他消費 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 36

輸出量 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0

（単位：万トン）　

３　生産動向

（１）肉牛飼養頭数・牛肉生産量

中国農業部が公表した統計によると、肉牛

飼養頭数は2010年までは順調に増加した

後、2011年に減少し、その後、横ばいから

微増で推移、2014年には7040万頭に達し、

前年比３％の増加となった。牛肉生産量も同

様の傾向を示し、2014年は689万トンとな

った（図１）。

肉用牛の主な飼養地域は河南、四川、雲南

のほか、吉林、甘粛、青海、チベットなどで、

政府による肉牛生産振興は、これらの主な飼

養地域を中心に地域区分され実施されてい

る。地域の分類には農業部による４地域区

分（注１）の他、国家発展改革委員会の発表した

「全国牛肉・羊肉生産発展計画（2013 －

2020）」において定められた重点取組地域

などの分類があるが、基本的には土地・草地

資源が豊富な西部各省・自治区と、主要穀倉

地域である東北・中原（注２）地域に重点が置か

れている（図２）。

農業部畜牧業司によると、上位10省・自

治区（注３）の牛肉生産量の合計は、総生産量の

４分の３を占めるとされている。

（注１）　 ４地域区分「東北」「中原」「西北」「南部」については

以 下 を 参 照。（http://lin.alic.go.jp/alic/month/

domefore/2015/jul/wrepo02.htm）

（注２）　 一般的に「東北地域」は黒竜江、吉林、遼寧の３省を指

すが、「中原地域」は資料により範囲が異なる。例えば

図１　肉牛飼養頭数と牛肉生産量の推移

資料：「中国畜牧獣医年鑑」
　注： 当該統計データは各地方政府から報告されたものの積み上

げであり、正確性に疑問をもつ現地専門家もいる。
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上記注１の農業部の区分によると７省（「河北」、「河南」、

「山東」、「山西」、「江蘇」、「安徽」、「陝西」）が対象にな

っているが、別の資料では「河北」「河南」「山東」「安徽」

の４省に属する51県市、と規定するものもある。

（注３）　 上位10省・自治区は順に、「河南」、「山東」、「内蒙古」、

「河北」、「吉林」、「遼寧」、「黒竜江」、「新疆ウイグル」、「雲

南」、「四川」

図２　産地ごとの飼養頭数と重点地域区分

資料： 「中国畜牧獣医年鑑（2015）」の地域別年末飼養頭数および「全国牛肉・羊肉生産発展計画（2013−2020）http://www.ndrc.gov.
cn/zcfb/zcfbghwb/201402/P020140221362074574291.pdfを基に機構で整理

　注： 「全国牛肉・羊肉生産発展計画」で位置付けられる重点地域は西部８省・自治区（黄色）、適度の発展対象とされているのが河北・山東・
河南省の３省（赤色）および東北３省（緑色）。
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＜肉用牛の品種＞

中国で飼養される主な肉用牛は在来牛であ

る黄牛（雌）にシンメンタール（雄）を交配

したものである。黄牛は成体重300 ～ 400

キログラムと小柄なため、同国は建国後、国

民の栄養改善のため大型の外国種の導入を進

め、シンメンタール以外にもリムジンやシャ

ロレー、アンガスなど外国種を27品種導入

し、主に黄牛に交配することで改良を行って

きた。この過程で、大部分の品種は中国の気

候風土に適応せず淘汰されたが、シンメンタ

ール種との交雑種をはじめとするいくつかの

品種は、環境適応性が高かったため消滅しな

かったとされている。

国内大手の肉牛飼養企業では、独自に交雑

種を作出する場合もあり、例えば重慶恒都食

品開発有限公司（恒都食品）は在来種である

泰川牛、夏南牛や、WAGYU、シンメンタ

ールなどを飼養する他、WAGYUと泰川牛

の交雑種として「恒都黒牛」、シンメンター

ルとレッドアンガス、黄牛の三元交配なども
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行っている。

＜和牛の繁殖増殖計画＞
中国で飼養される「WAGYU」は、通常、

豪州から導入された雌牛や凍結受精卵から作

出された個体とされる。同国では、2017年

にこれら遺伝資源を利用してWAGYUの純

粋種に近い個体を新たに3000頭程度作出

し、これらを元に国内でWAGYUの育種改

良を行う計画がある。中国でWAGYUの精

液は、北京三元食品など旧国有企業を傘下に

持つ北京首都農業集団有限公司の傘下企業で

ある「北京奶牛中心」（北京乳牛センター）

が製造・販売を担っている。

ただし、WAGYUは中国の飼養環境への

適応能力が他品種に比べ低く、本来の能力を

引き出すためには高度な飼養管理と多額の投

資が必要であるため、今のところ商業ベース

で純粋種に近いWAGYUを飼養するのは一

部の専門農場に限定される。全国的に見ると、

WAGYUを利用した交雑種の作出により肉

質と経済性のバランスを追求する動きが多

い。

（２）生産者数

政府は、2008年から後述する「国家肉牛・

ヤク産業技術体系」をはじめとする牛肉生産

振興のための各種施策を打ち出しているが、

2014年時点で飼養頭数規模1000頭以上の

大 規 模 農 場 が2004年 に 比 べ ４ 倍 以 上 の

1094戸に増加したものの、その全体に占め

る割合は0.01%と少なく、95%以上の農場

が飼養頭数10頭未満の零細経営であり、そ

の数は年々減少している（表２）。

農場段階の大規模化・効率化がなかなか進

まない一方、年間と畜頭数が10万頭を超え

る大規模経営による生産も見られる。表３は、

国内最大手の牛肉業者の概要を整理したもの

である。

こうした企業ではそれぞれ直営の大規模肉

牛農場を有し、そこで生産した肉牛を仲介業

者を通じて調達した肉牛と併せてと畜・食肉

製品加工製造を行う他、飼料生産、外食チェ

ーンの展開など関連産業を統合した多角経営

を行っている。

表２　肉用牛の出荷規模別農場数の推移

資料：2013年までは農業部「中国畜牧業年鑑」、2014年以降は
同「中国畜牧獣医年鑑」

　注：「n.a.」はデータなし。

全体 1 ～ 9
頭

10 ～
49頭

50 ～
99頭

100 ～
499頭

500 ～
999頭

1000頭
以上

2004年 n.a. n.a. 355 46 9 1.2 0.3

2005年 n.a. n.a. 411 56 11 1.1 0.2

2006年 n.a. n.a. 443 57 10 1.0 n.a.

2008年 14,270 13,740 441 70 15 1.9 0.6

2009年 13,840 13,278 468 72 18 2.7 0.7

2010年 13,545 13,007 437 76 21 3.2 0.9

2011年 13,095 12,528 453 87 24 3.3 0.9

2012年 12,653 12,103 436 84 26 3.5 1.0

2013年 12,337 11,772 440 93 27 3.5 1.1

2014年 11,604 11,057 427 89 27.1 3.4 1.1

割合 100% 95.29% 3.68% 0.76% 0.23% 0.03% 0.01%

（単位：千戸）
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（３）生体牛取引と価格形成

生産の大部分を占める小規模生産者は、個

人経営が多く、その大部分は安定した販売ル

ートを持たず価格交渉力も弱いことから、通

常仲介業者を通じてと畜業者と取引する。仲

介業者は、と畜業者に比べ交渉力の弱い生産

者の売値をより値切る傾向があり、農村部で

は特にその傾向が顕著であると言われる。

（４）生体牛トレーサビリティ

肉牛飼養場のうち、大部分を占める中小規

模生産者の取り組みはほとんどないが、垂直

統合などによる大規模化を達成した農場・企

業では、個体識別によるトレーサビリティの

取り組みが始まりつつある。

例えば、内モンゴル自治区錫林郭勒盟（シ

リングォロウモン：「盟」は「市」に相当）

の烏拉盖（ウラガイ）では、内モンゴル科技

大学、物通天下網羅公司、中国農業科学院草

原研究所と提携し、電子耳標による個体識別

管理の取り組みを実施している。体重、枝肉

サイズなどの生産データを測定し、個体ごと

の飼育、と畜、加工、物流、販売における情

報が確認でき、牛肉加工商品ごとに、農場ま

でさかのぼることができるトレーサビリティ

が確保されている。

表３　主要牛肉業者

資料：中国牧畜業協会牛業分会情報を基に機構作成
　注：「股份」は「株式」会社の意。

大手牛肉業者 所在地 生産能力 概況

吉林省長春皓月
清真肉業股份有
限公司

（チョウシュン
ホーヨエ）

吉林省長春市

・肉牛と畜頭数
・羊と畜頭数
・加熱調製品
・飼料生産
・健康食品
・皮革製品

：  100万頭/年
：  200万頭/年
： 10万トン/年
： 60万トン/年
：1200トン/年
：    50万枚/年

肉牛、肉羊のと畜・加工を行う農牧集団であり、販売先
は東北地方を主とし、中東、東南アジアと東欧にも輸出
している中国国内における最大の牛肉加工企業。

重慶恒都食品
開発有限公司

（チュンチンヘ
ンドゥ）

重慶市豊都県 ・肉牛と畜頭数
・飼料生産

：    20万頭/年
：7.2万トン/年

牧草・飼料の生産、肉用品種の繁殖、肉牛の肥育、堆肥
など副産物の利用、肉牛の貿易、と畜、高度加工処理、
販売および技術研究開発などを行う多角経営企業。大規
模肉牛飼養場を11カ所有し、総飼養頭数10万頭、と畜
と加工工場を3カ所保有。

内蒙古科爾沁牛
業股份有限公司

（ネーモングー
カルチン）

内蒙古自治区
通遼市

・肉牛と畜頭数
・牛肉生産量

：    20万頭/年
：   4万トン/年

肉牛肥育基地、と畜加工工場、放牧場、受精卵移植セン
ター、飲食チェーン店などを展開。牛肉製品は中国国内
の主要都市をカバーし、中東や東南アジアにも輸出。

河北福成五豊食
品股份有限公司

（ハベイ・フーチュ
ン・ウーフォン）

河北省三河市

・肉牛と畜頭数
・牛肉加工品生産
・乳牛飼養頭数
・飼料生産

：    10万頭/年
：   2万トン/年
：        3000頭
：   2万トン/年

肉牛と乳牛の飼養、肉牛と畜加工、牛乳生産、飲食チェー
ンを展開。肉牛飼育頭数は2万頭で、飲食直営店は70余
店舗。販売ターゲットは主に北京地区に集中しており、
売上総額の70%占有。

陝西秦宝牧業
股份有限公司

（シャンシーシ
ンホウ）

陝西省宝鶏市 ・肉牛と畜頭数 ：    10万頭/年
肉牛の育種改良、大規模肥育農場、と畜、加工処理を行
う肉牛企業。主な市場は北京、上海、広州、深圳、西安、
ハルビンなど。

河南伊賽集団
（ハナンイサイ） 河南省博愛県 ・肉牛と畜頭数 ：    10万頭/年

肉牛飼育、と畜加工、食品製造、チェーン店における販
売などを行うハラル食品企業。
2016年5月25日に、内蒙古開魯県は河南伊賽牛肉股份有
限公司と20万頭の肉牛を飼養する産業化プロジェクトに
関する契約書を締結。総投資額は30.5億元（458億円）
で、年間に20万頭の肥育牛を出荷、20万頭の肉牛をと
畜、10万トンの飼料を生産、2万トンの牛肉を加工する
一体型プロジェクトを建設。二期に分けて5年間で完成
する予定で、一期の肉牛と畜加工と飼料プロジェクトは
2016年7月に建設を開始、2017年7月末前に稼動し、二
期の牛肉加工プロジェクトは、その後肉牛の年間出荷量
が20万頭に達してから建設を開始する予定。
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（５）政府による生産振興策、補助金、
環境規制など

政府による肉用牛の生産振興策では、品種

改良と大規模化などの推進により増産する方

向性が示されている。肉牛飼養に関する主な

施策は以下の通り。

・「全国肉牛遺伝改良計画（2011─25年）」

（目標）

① 　2025年までに５～８種の肉用新品種の

作出。

② 　現在国内で飼養される主要肉用品種の品

種登録の推進。

③ 　種雄牛能力評価の推進（後代検定率

50%以上）。

④ 　輸入外来品種の精液採取における国産雄

牛使用率80%以上。

⑤　凍結精液による人工授精の普及。

⑥ 　 と 畜 時 の 枝 肉 重 量 を 従 来 よ り15 ～

25%増大。

（指標）　

① 　後代検定頭数年間8000頭、2025年ま

での累計検定頭数10万頭以上。

② 　各地の畜牧獣医局の新規品種登録数を年

間5000頭、2025年までの累計登録頭数

６万頭以上。

③ 　年間400頭以上の高能力種雄牛の選抜、

うち後代検定種雄牛を200頭以上。

④ 　2025年を目標に北方地域の枝肉重量を

平均で15%、南方地域においては20%増大。

・「全国牛肉・羊肉生産発展計画（2013 －

20年）」

前述の肉牛飼養の重点地域について規定さ

れている他、2020年までの牛肉生産目標を

786万トン、肉牛出荷率（注４）を55%、肉牛

大規模養殖比率（注５）を40%まで高める目標

を設定している。詳細は以下参考を参照。
参考： https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_000911.

html

（注４）　 肉牛出荷率:年間総出荷頭数の年末飼養頭数に対する割

合。

（注５）　 大規模養殖比率：飼養頭数50頭以上の肉牛農場で飼養

される牛の比率

・「全国草食畜牧業発展計画（2016 － 20年）」

本計画は農業部の取りまとめた資料であ

り、「全国牛肉・羊肉生産発展計画」は国家

発展改革委員会がとりまとめたものという性

格上の相違と、発表時期の違いなどから、両

者の目標に若干のずれがある。本計画では、

2020年までの牛肉生産目標を800万トン、

肉牛大規模養殖比率目標を45%としている。

また、地域ごとの重点目標を表４のように

定めている。
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表４　全国草食畜牧業発展計画における肉牛振興地域別目標

資料： 機構作成
　注： 肉用牛生産地域区分は計画・目標ごとに異なり、名称表記も統一的ではなく、必ずしも整合的には捉えられていない。また、

各地域の所属省、市などの内訳を明記しない場合も多い。一般的には、前述の農業部による4地域区分に準じている。

地域 重点肉牛品種 主要目標

中原 南阳牛、魯西牛などの地方品種およびシンメン
タールや夏南牛などの改良品種

繁殖用雌牛の増殖、肥育基地の建設と併せたと
畜・加工施設の整備、低温物流インフラ整備、「と
畜企業」＋「協同組合（合作社）」＋「肉牛農場」
の協力による経営モデルの開発・普及。

東北 延辺牛、草原紅牛などの地方品種および延黄牛、
遼育白牛などの改良品種

繁殖用雌牛の増殖、地方品種の改良、低温物流
インフラ整備、「と畜企業」＋「協同組合（合
作社）」＋「肉牛農場」の協力による経営モデ
ルの開発・普及。

西部 泰川牛、ヤク牛などの地方品種 飼料資源利用効率を高めるため、放牧を活用し
た肉用牛生産の推進など

南方 雲嶺牛などの改良品種や地方品種のほか水牛な
ど

「と畜企業」＋「協同組合（合作社）もしくは
零細肉牛農場（家族経営）」の協力による低コ
スト型経営モデルの開発・普及。

・財政部による「豚、牛、羊調達元への奨

励資金管理弁法」に関する通知

財政部は2015年８月に、生産県の域外に

豚、牛、羊を出荷（販売）する場合、過去の

実績に応じて奨励金を拠出するとし、2016

年も継続されている。補助金総額は35億元

（525億円）で、補助対象県は県外への出荷

頭数上位100県。補助金は県により生産振

興と流通加工支援に充てられる。
参考： h t t p : / / w w w . m o f . g o v . c n / z h e n g w u x i n x i /

caizhengwengao/wg2015/201510wg/201602/

t20160202_1662792.html

・「国家肉牛・ヤク産業技術体系」事業

当該事業は、農業部と財政部により2008

年から開始された「現代農業産業技術体系」

で取り組まれている50の農業関連産業に関

する科学研究、成果の実証展示パイロットプ

ロジェクトの１つとして、中国農業大学の曹

兵海教授を最高責任者（首席科学家）として

運営される肉牛などの分野の研究成果を実証

展示・普及する事業である。

この事業の基本スキームは図３のとおり

で、事業を遂行する役割を担うのは首席以下、

６つの研究分野にわたる研究室の主任６名

と、33名の試験ステーション長の39名で構

成される。６つの研究分野には図３に括弧書

きで示した定員数の国内各地の大学や研究所

の専門家が参加する。現在、定員は29名で、

各専門家はチーム研究員３～５名のスタッフ

を擁する。現在、農業部では４名の専門家が

追加される方向で検討が進められている。

事業参加専門家には、年間70万元（1050

万円）の研究資金が助成される。

各分野の研究室で検討された技術は33社

の民間企業により運営される実証展示牧場

（総合試験センター）の運営に反映され、技

術の実地試験が行われる。

総合試験センターは全国の各省・自治区・

主要都市に１カ所以上設置され、対象となっ

た企業は育種、獣医、栄養、総合の各チーム

を整備し、チームの責任者は他業務との兼任

が認められていない。総合試験センターは自

場で開発した経営システム（肉牛飼養技術や

と畜・加工技術、直営レストランの運営など、

取組内容はそれぞれ異なる）について、少な

くとも５つの県から１社ずつ選んで、普及す

る義務が課せられている。なお、ここで選定

される５社は飼育規模300頭以上を常時飼
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育し、育種、獣医、栄養分野の専門家を有す

ることが条件となる。

参加企業には、年間50万元（750万円）

の事業助成金が拠出される。

事業の成果についての総合評価（自己評価）

は、年末に６研究室の29人の専門家により

点数が付けられ、投票で29研究室・33社の

順位が決定される。年末の総合評価で２年連

続下位10%（研究室においては３名、総合

試験センターにおいては３社）だった企業は

実証展示対象から除外される。さらに、５年

間で３回下位10%だった場合、次の５年の

実施の後事業対象から除外される。また、事

業実施上の不正行為により利益を得た場合は

即時に対象から除外される。

除外された際の空きポストは全国から新規

公募される。

自己評価システムの他、当事業では農業部

畜牧司などで構成される第３者評価委員会に

よる外部評価も受けることになっており、こ

れらの自己評価および外部評価は農業部科学

教育司で取りまとめられ、事業運営に反映さ

れる。

図３　「国家肉牛・ヤク産業技術体系」の概要

資料：「国家肉牛・ヤク産業技術体系」首席　曹兵海教授からの聞き取り結果を基に機構作成
注１：（　）内数字は構成人数、赤字は今後増加予定。
　２：「科学家」は「研究者」の意。「司」は「局」の意。

執行部門 評価部門

農業部
科学教育司

執行科学家組

第３者評価

結果報告

自己評価システム

評価・改善指令

首席（１）

研究室主任
（６）

試験
ステーション
長（３３）

６研究室・科学家（２９＋４）名

総合試験
センター

（企業３３＋４社）

遺伝・育種・繁殖（８）

栄養・飼料・飼育（８）

医療・防疫（６＋１）

加工・品質・制御（４＋３）

牧場・設計・環境制御（２）

肉牛経済（１）

農業部畜牧司

各省の農業・農牧庁の
畜牧処又は科教処

畜牧獣医学会
畜牧協会

（６）　業界団体とその役割

肉牛・牛肉産業に関わる業界団体のうち、

主な３団体の概要を表５に示した。「中国食

品土畜進出口商会」は実質的に政府（商務部）

の下部組織であり、人事権も商務部が握って

いるのに対し、「中国肉類協会」は、元々は

商務部の組織であったが、組織改編により独

立組織に改組されたもの、「中国畜牧業協会

（牛業分会）」は農業部主管ではあるが協同組
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合的な民間団体である点が異なる。

各組織の「役割」欄を比較すると、類似の

業務が規定されている場合があるが、中国政

府としても各種団体の整理統合を進める意向

であり、今後団体ごとの役割分担についても

再編が進むと思われる。

表５　牛肉関連の主要業界団体

牛肉関係
主要業界団体 役割 経緯と概況

中国食品土畜進出
口商会

１．中小企業支援
２．海外市場での中国ブランド確立支援
３．国際情報交換と貿易促進支援
４．企業と政府の仲介
５．輸出指向型農業の育成
６．政府機関との協力の下、食品安全システムを構築
７．中国市場での海外農産品振興
８．法律相談・訓練の提供
９．貿易展覧会の開催・参加
10． 内外関係機関との情報交換、情報収集、 

コンサルタントサービスの提供

1988年に設立された商務部直
轄の準政府機関で、商務部が人
事権を有する。40余りの関連分
科会を持ち、構成会員は7000
を超える。国務院は将来的に商
会を政府機関から独立させる意
向。

中国肉類協会

１．情報提供
２．業界規格・基準の作成
３．政府によるパブコメの意見集約
４．会員企業の経営トラブルに対する支援
５．国際交流の深化
６．企業と政府の仲介
７．全国会議・展覧会の開催

1992年に前身である商業部副
食品局が組織改革を受け、肉類
協会として改変され設立された
独立系組織で、2016年３月に
輸出入商分会が下部組織として
設立。

中国畜牧業協会
（牛業分会）

１．肉用牛生産の改革・発展の調和推進
２．政府の関連政策立案のための調査研究
３．肉用牛生産に関する技術指導
４．政府によるパブコメの意見集約
５．業界基準・規格の作成
６．生産指導、輸出入振興、アンチダンピング対策
７． 地方品種の登録管理推進、優良品種提供のため 

品質技術管理
８．流通改善のための専門委員会の設置
９．生産者に対する優良生産資材の斡旋
10．展覧会、講演会の開催
11．人材育成訓練の実施
12．国際交流の深化

中国畜牧業協会は農業部主管の
全国共同組織として2001年12
月に設立され、民生部にて管理
登録。下部組織に12の分科会を
持つ。牛業分会はその一つで、
2005年に設立。

４　輸入動向

（１）輸入量と主要相手国

牛肉輸入量は、需要量の増加に対して、国

内生産量の増加が追いつかず、2013年には

前年比で379%急増した。2014年は横ばい

であったが、2015年には、南米各国からの

輸入が急増したことや、ＢＳＥ（牛海綿状脳

症）の発生で禁輸されていたブラジル産の輸

入が再開されたことなどから同59%の増加

となった（図４）。

図４　牛肉の国別輸入量（中国本土）

資料：「Global Trade Atlas」
　注：HSコード0201、0202。
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資料：各業界団体への取材、ＨＰなどを基に機構作成
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一方、香港の牛肉輸入量を単純に人口で除

して１人当たりの年間消費量を算出すると、

2014年の場合、56キログラムとなること

から、輸入品の一部は中国本土に移送されて

いる可能性がある。2015年に中国本土でブ

ラジル産が解禁され、５万トン程度が輸入さ

れたが、他方、香港でブラジル産の輸入が

５万トン程度減少したこともこのような推測

を裏付ける結果となっている（図５）。

なお、中国本土では2003年12月のＢＳ

Ｅ発生以来、2014年にＯＩＥ（国際獣疫事

務局）が米国のＢＳＥステイタスが中国と同

ランクの低リスク国と認めた後も米国産牛肉

の禁輸が継続されていたが、2016年９月

22日付で、条件付きで禁輸を解除すると発

表（注６）された。今後、付帯条件についての技

術的協議が了し、輸入が再開された場合、輸

入の増加が加速すると見られる。

（注６）　 詳 細 は 以 下 を 参 照。（https://www.alic.go.jp/

chosa-c/joho01_001692.html）

一方、内外価格差については、国内市場価

格と輸入牛肉ＣＩＦ価格（冷凍）の価格差を

見ると、2012年以降の平均で１キログラム

当たりおよそ30元（450円）となっており、

輸入牛肉にはＣＩＦ価格に加え輸入諸掛かり

や国内流通コストが上乗せされることを考慮

しても、輸入牛肉の方が安い。過去１年の国

別輸入価格を見ると、ウルグアイ産が1キロ

グラム当たり24元（360円）で最も安く、

カナダ産が同44元（660円）で最も高く、

その他各国はほぼ同30元（450円）となっ

ている（図６）。　

冷蔵牛肉は、2013年10月に食品の安全

性確保の理由でいったん全世界から輸入を停

止したが、2014年８月以降は豪州産のみの

輸入が再開されている。冷蔵牛肉の輸入停止・

再開措置については不透明な部分が多く、政

治的理由（豪州とのＦＴＡ締結関連）との見

方もある。

また、2008年10月に中ＮＺ・ＦＴＡが、

2015年12月には中豪ＦＴＡが発効したた

め、これらの影響で一定程度オセアニア産の

輸入シェアが確保されると見込まれるもの

の、両国の輸出余力などの問題で限定的な増

加にとどまると見られている（表６）。

図５　牛肉の国別輸入量（香港）

資料：「Global Trade Atlas」
　注：HSコード0201、0202。
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図６　国産品と輸入品との価格比較

資料：「Global Trade Atlas」、農業部、国家統計局
　注： 市場価格は農業部が市場で流通する国産の牛肉価格を抽出

して分析・公表した資料を基に機構作成。輸入価格はHS
コード0201（生鮮、冷蔵）および0202（冷凍）。生鮮、
冷蔵牛肉は2013年10月から2014年７月まで実績なし。
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（２）輸入生体牛の流通実態

生体牛の輸入は、動物検疫に関する二国間

協議を終了していることが前提となる。現在

輸入が可能な国は豪州、ＮＺ、ウルグアイ、

チリ、メキシコなどとされる。最近の輸入動

向は図７のとおり。

まず肉牛飼養業者など生体牛の輸入を希望

する者は、農業部に輸入予定頭数を申請し、

農業部による輸入許可が下りた後、生体牛を

輸入する資格を有する輸入企業（注７）に輸入を

委託する。輸入時には３カ月間の検疫措置が

取られる。

輸入生体牛は、陸揚げされた港又は空港か

ら50キロメートル以内の場所に検疫場を設

けなければならないため、輸入牛を飼養する

者はこの範囲に牧場又は検疫施設を所有して

いることが前提となる。

（注７）　 有資格企業は中国牧工商（集団）総公司（中牧）、中国

中地乳業控股有限公司(中地)、中糧集団有限公司（中糧）

をはじめ、十数社存在する。

表６　中豪・中ＮＺＦＴＡによる牛肉関税撤廃スケジュール

資料：「China FTA Network」
　注：両ＦＴＡともに基本税率を最恵国待遇税率（ＭＦＮ税率）と規定している。
　　　中豪ＦＴＡでは段階的関税撤廃と併せて二国間特別セーフガードを別途設定している。
　　　中ＮＺ・ＦＴＡの生体牛ＨＳコードが異なるのは、協定締結時（2008年）のＨＳ分類による表記のため。

ＨＳ 基本
税率

2008
年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

NZ

生体牛（純粋種） ０１０２．１０ 0

生体牛（純粋種以外） ０１０２．９０ 10 8 6 4 2 0
生鮮、冷蔵牛肉（枝肉） ０２０１．１０ 20 17.8 15.6 13.3 11.1 8.9 6.7 4.4 2.2 0
生鮮、冷蔵牛肉（枝肉以外の骨付き肉） ０２０１．２０ 12 10.7 9.3 8 6.7 5.3 4 2.7 1.3 0
生鮮、冷蔵牛肉（骨なし） ０２０１．３０ 12 10.7 9.3 8 6.7 5.3 4 2.7 1.3 0
冷凍牛肉（枝肉） ０２０２．１０ 25 22.2 19.4 16.7 13.9 11.1 8.3 5.6 2.8 0
冷凍牛肉（枝肉以外の骨付き肉） ０２０２．２０ 12 10.7 9.3 8 6.7 5.3 4 2.7 1.3 0
冷凍牛肉（骨なし） ０２０２．３０ 12 10.7 9.3 8 6.7 5.3 4 2.7 1.3 0

豪州

生体牛（育種改良用） ０１０２．２１ 0 0
生体牛（育種改良用以外） ０１０２．２９ 10 8 6 4 2 0
生鮮、冷蔵牛肉（枝肉） ０２０１．１０ 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
生鮮、冷蔵牛肉（枝肉以外の骨付き肉） ０２０１．２０ 12 10.8 9.6 8.4 7.2 6 4.8 3.6 2.4 1.2 0
生鮮、冷蔵牛肉（骨なし） ０２０１．３０ 12 10.8 9.6 8.4 7.2 6 4.8 3.6 2.4 1.2 0
冷凍牛肉（枝肉） ０２０２．１０ 25 22.5 20 17.5 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0
冷凍牛肉（枝肉以外の骨付き肉） ０２０２．２０ 12 10.8 9.6 8.4 7.2 6 4.8 3.6 2.4 1.2 0
冷凍牛肉（骨なし） ０２０２．３０ 12 10.8 9.6 8.4 7.2 6 4.8 3.6 2.4 1.2 0

図７　生体牛輸入実績

資料：「Global Trade Atlas」
　注： HSコード0102.21（育種改良用）、0102.29（育種改良用

以外）、ただし2012年にＨＳ分類変更があり、2011年以
前の数値はＨＳ改訂前の0102.10（純粋種）、0102.90（純
粋種以外）の実績を記載した。また、育種改良用以外の実
績は、2012年以降は0102.29に計上されるはずであると
ころ、廃止されたコードである0102.90にも実績が計上さ
れており、客観的に見て通関当局の計上ミスと思われるた
め、この部分については新旧のコード実績の合計を記載し
た。なお、輸入量単位は2009年に頭数からトンに変更さ
れている。
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５　流通システム

（１）国内流通概要

通常、と畜場で２分割された牛肉は、卸売

市場や大手スーパー、仲買問屋に卸され、小

売市場などを通じて消費者に届く。中国の卸

売市場は昔ながらの相対取引市場と近代的な

市場の２種類があり、後者は、価格決定メカ

ニズム（入札システムの導入）や規模、施設

などの点で優れており、後者への移行が進め

られている。

（２）と畜時の検査とその費用負担のし
くみ

と畜時の衛生検査は各県の獣医ステーショ

ンから派遣された獣医師が実施する。検査費

用はと畜企業が負担する。検査費用は１頭当

たり30元（450円）程度。

（３）牛肉の格付、と畜後の取引形態と
価格形成における透明性確保の方
法

基本的に牛肉の格付けは農業部標準「牛肉

等級規格」（NY/T 676-2010）、分割は国

家標準「鮮、凍分割牛肉」（GB/T 17238-

2008）に基づき行われる。格付け標準は５

段階の脂肪交雑等級と５段階（Ａ～Ｅ）の月

齢等級の組み合わせに、８段階の肉色・脂肪

色等級を加え判定される。

なお、国家標準には強制力があるが、農業

部標準などの行政部局の標準は任意であるこ

とから、一貫経営を行う大企業の場合は、独

自の格付け（例えばWAGYUを専門に飼育

する業者であれば日本風の格付け）を行う事

例も見られる。

と畜後は卸売市場で取引価格が相対で決定

される。関係者は生産コストや生体牛の価格

を理解しているので、非現実的な価格になる

ことはほとんどないが、価格の安定化の点で

は問題がある。現在は概ね前の週の取引結果

を基に価格が決定されている。このシステム

の場合、例えば生体牛の取引価格が上昇した

時に、牛肉市場価格への反映までタイムラグ

が生じるという問題がある。

商務部は、牛肉の品質が安定しないことが

競りなどによる公正な価格形成への移行を妨

げているとし、流通する牛肉の品質安定化が

急務であるとしている。

写真１　北京市内の食肉卸売市場。牛肉と羊肉は同
一ブースで取り扱われている。右上にハラル表示（清
真）が見える。鮮やかな赤色が好まれるため、赤ラ
イトが点灯されており、市場内では肉の色が正確に
判別できない。
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（４）食肉トレーサビリティ

大規模と畜・加工企業では、小売商品にバ

ーコード情報などを付すことで流通段階のト

レーサビリティを自主的に確保する取り組み

が散見されるが、自社直営農場を持たない限

り、農場段階まではさかのぼれない。

政府の推進するトレーサビリティ構築事業

は３分野にわたり、①農業部による農場段階

のシステム、②工業信息化部（工業情報化部）

による食肉加工段階のシステム、③商務部に

よる流通段階のシステムがあり、それぞれの

行政機関がシステム構築を進めているため、

システム間の連続性の点で調整が進んでおら

ず、今後は行政機関の連携が課題とされてい

る。

（５）政府による補助金など

市場整備に関し、政府からの補助金はない

が、中国開発銀行や農業開発銀行などの金融

機関による長期ローンの貸し付けがあり、資

金投資が必要な場合、通常これらの融資を利

用する。

（６）小売形態

大手スーパーの食料品売り場などでは日本

と同様の小分け包装が見られる。また、カウ

ンター越しに部分肉の固まりからパーツに切

り分けるという方法もある。業務用量販店で

は大容量の包装も見られる。

一般の食肉販売店では、卸売市場と同様に

部分肉の塊を陳列し、パーツに切り分けると

いう販売形態が見られる。

（７）ハラール

中国では、牛肉はイスラム教徒向けに生産

されてきたこともあり、多くの製品で牛肉の

ハラール認証が取得されている。認証団体は、

それぞれの農場がある地域のイスラム協会の

認定を取得するケースが多いが、全国規模で

出荷する大企業の場合、全国流通向けに中国

イスラム協会の認証も併せて取得する場合が

ある。卸売市場では、豚肉とその他肉で別の

棟に分けて取引されている。現段階では牛肉

の海外への輸出実績はわずかだが、例えば山

東省イスラム協会の場合、マレーシアイスラ

写真２　大型量販店での小売の様子。半業務用の店
舗のため、大容量の包装が見られる。

写真３　山東省イスラム協会のハラール認証。
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ム協会と相互認証を行っており、この場合、

山東省協会の承認を取得すれば、理論的には

マレーシアへ牛肉を輸出するためのハラール

認証は満たしているということになる。

６　消費動向

（１）消費傾向（嗜好、調理方法、購買力）

国内食肉消費で歴史的に最も消費量が多い

のは豚肉で、食肉消費全体のおよそ６割を占

める。次いで鶏肉が約２割、牛肉はこれらに

比べ歴史も浅く単価も高いことからおよそ１

割となっている。国家統計による2014年の

年間1人当たりの消費量は、都市部で2.2キ

ログラム、農村部で0.8キログラムとされて

いる。主な調理方法としては中華料理として

野菜との煮物、炒め物、火鍋（しゃぶしゃぶ）

などの他、西洋風ステーキや韓国風鉄板焼き

などの外食産業も都市部では定着している。

（２）和牛（WAGYU）消費

一方、霜降り牛肉などの高付加価値商品で

あるWAGYUなどに対する需要については、

2006 ～ 2010年ごろまで国内で和牛ブーム

が起こった際に急速に高まったが、現在は倹

約に関する三公消費（公費による飲食・旅行、

公用車の私用）縮減の影響などもあり、高級

品に対する需要が中所得層を中心に減退し、

当時ほどの勢いはないと言われている。

（３）子牛肉

現在、中国では子牛肉（ヴィール）に対す

る市場がほとんどない。かつては天津市にオ

ランダ資本の企業が３千万元（４億5000万

円）を投資し子牛肉の販売会社を立ち上げた

が、需要が高まらず廃業したとされている。

写真４　北京市内のステーキハウス。パフォーマン
スでリキュールに着火した様子。店名に豪州を想起
させる表記があるが、店員に聞くと部位は説明でき
るが生産地（国）は分からないとの回答であった。

７　おわりに

従来消費量の少なかった牛肉が中国国内で

消費されるようになったのはごく最近で、飼

養農家は、伝統的な飼養形態の零細経営が大

部分を占め、人工授精や飼養管理、育種改良

など、多くの技術の普及が試行錯誤中である

が、政府のパイロットプロジェクトの実施拠

点などを中心に、研究機関で開発された技術

が大規模一貫経営などに短期間で還元される

取り組みも数多く見られる。

貿易的側面からは、動物検疫などの理由か
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ら日本をはじめ多くの国が輸出できない状況

であるが、国内の需給の逼迫を背景に南北ア

メリカ諸国などからの輸入を漸次解禁してい

る。

一方で、消費者が牛肉に求める条件は所得

階層ごとに千差万別であり、高級品を含め全

体的な需要増加は当面続くと予想されること

から、今後も生産や輸入の動向を注視してい

く必要がある。

（木田　秀一郎、伊佐　雅裕）


